
「大槌町林野火災による災害義援金」募集要綱(第１版) 
 

社会福祉法人岩手県共同募金会  
 

１ 趣旨 

令和８年４月 22 日に岩手県大槌町で発生した林野火災により、家屋の焼失等が発生

し、災害救助法が適用されました。岩手県共同募金会（以下「本会」という）では、こ

の災害による被災者を支援することを目的に義援金を募集します。 
 

２ 義援金の名称 

  大槌町林野火災による災害義援金 
 

３ 募集期間 

  令和８年５月７日（木）から令和８年８月 31 日（月）まで 
 

４ 義援金の受け入れ 

送金指定口座による受入れ 
 

金融機関名 口座番号 口座名義 

ゆうちょ銀行 00120-1-452437 岩手県共募
いわてけんきょうぼ

大槌町
おおつちちょう

林野
り ん や

火災
か さ い

による災害
さいがい

義援
ぎ え ん

金
きん

 

  ※ ゆうちょ銀行の窓口からの送金手数料は無料扱いになります（ATM を除く）。窓口

にて本義援金の振込である旨をお申出ください。 

  ※ 上記以外の金融機関からの振込の場合は、手数料が発生します。 

 

５ 義援金の税制上の取扱い 

  この義援金は税制優遇措置の適用対象となります。確定申告に際しては、金融機関で 

受け取る振込金受領書等に本募集要綱を添えてご提出ください。 

 

＜該当する税制優遇措置＞ 

・所得税法第78条第２項第１号及び法人税法第37条第３項第１号に規定する「国又は

地方公共団体に対する寄附金」に該当  

・地方税法第37条の２第１項第１号及び同法第314条の７第１項第１号に規定する「都

道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当 
 

６ 義援金の配分 

本会で取りまとめた義援金は、岩手県義援金配分委員会で決定します。 

 

７ その他 

（1）災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。  

（2）ご不明な点等ございましたら、下記問合せ先にお問い合わせください。 

＜問合せ先＞ 

社会福祉法人岩手県共同募金会 

〒020‐0831 岩手県盛岡市三本柳 8‐1‐3 ふれあいランド岩手内 

TEL：019‐637‐8887 FAX：019‐637‐9712 

 

附則 

この要綱は、令和８年５月１日から施行します。 


